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（訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正について 

 

2025 年 6 月 27 日に公表したしました「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の

掲載内容について一部誤りがありましたので、下記の通りお知らせ致します。 

 

記 

 

１．訂正の内容（訂正箇所には下線を付して表示しております） 

 

１．処分の概要 

 

【訂正前】 

 

 

 

【訂正後】 

 

 

 

 

３．本割当契約の概要 

 

【訂正前】 

（1）譲渡制限期間 

   2025年７月 26日（以下「本処分期日」といいます。）～2085年７月 25日 

 

【訂正後】 

（1）譲渡制限期間 

   2025年７月 25日（以下「本処分期日」といいます。）～2085年７月 24日 

 

２．訂正の理由 

「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の公表後、記載内容に一部誤りがあ

ることが判明しましたので、訂正を行うものであります。 

 

以上 

１）処 分 期 日 2025年７月 26日 

１）処 分 期 日 2025年７月 25日 


